
証券コード 3316
2019年５月29日

株 主 各 位
　

東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号

東京日産コンピュータシステム株式会社
代表取締役社長 吉 丸 弘 二 朗

　

第31回定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第31回定時株主総会を下記のとおり開催いたします

ので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使するこ

とができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の
うえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、
2019年６月13日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送くださ
いますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１. 日 時 2019年６月14日（金曜日）午前10時
(受付開始時刻は午前９時30分を予定しております。）

２. 場 所 東京都渋谷区桜丘町26番１号
セルリアンタワー東急ホテル
地下２階 「朝霧」の間
(裏表紙の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。)

３. 目的事項
報告事項 第31期(2018年４月１日から2019年３月31日まで)

事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受
付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方
に委任する場合に限られます。なお、代理人は１名とさせていただ
きます。

◎当日は、紙資源節約のため本招集ご通知をご持参くださいますよう
お願い申しあげます。

◎ご出席いただいた株主さまには、お一人様に対し１個お土産をご用
意しております。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「５．業
務の適正を確保するための体制」、「６．業務の適正を確保するため
の体制の運用状況の概要」及び個別注記表につきましては、法令及
び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイ
ト(https://www.tcs-net.co.jp)に掲載しておりますので、本添付書
類には記載しておりません。

◎株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、インターネ
ット上の当社ウェブサイト(https://www.tcs-net.co.jp)に掲載させ
ていただきます。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存
じます。

期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営の最重要課題の

一つとして位置づけております。
年間の配当性向30％を基準とし、業績に応じた成果配分を行う

ことを基本方針とし、財務体質の強化と将来の事業展開に向けた
内部留保の充実を勘案しながら、利益還元を行っていく所存であ
ります。内部留保資金につきましては、経営基盤の強化や将来の
事業拡大を見据え、社内利用システムの老朽化対策、新技術に対
応するための検証用環境の構築や人材育成への投資を行い、より
質の高いサービスの提供に役立てるよう運用してまいります。

このような基本方針に基づき、当期業績の傾向及び今後の事業
環境を考慮し、当期の期末配当につきましては、以下のとおりと
いたしたいと存じます。

（1）配当財産の種類
金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当期末の普通株式の配当金につきましては、１株につき

19円とさせていただきたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は119,177,215円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月17日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役７名選任の件
本総会終結の時をもって、現在の取締役７名が任期満了となり

ますので、取締役７名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

１ 吉
よ し ま る

丸 弘二朗
こうじろう

1958年12月20日生

1981年４月 東京日産自動車販売株式会社入社

43,900株

2002年６月 当社取締役
2004年６月 当社常務取締役
2005年６月 当社専務取締役
2007年４月 当社代表取締役専務
2009年６月 当社代表取締役専務営業本部長
2011年６月 当社専務取締役営業本部長
2013年４月 当社専務取締役サービス本部長
2013年６月 当社代表取締役社長(現任)

２ 佐
さ と う

藤 浩
ひ ろ ゆ き

之
1961年３月28日生

1984年４月 東京日産自動車販売株式会社入社

19,600株

2004年１月 当社営業部長
2004年６月 当社取締役営業部長
2009年６月 当社取締役営業本部副本部長
2013年４月 当社取締役営業本部長
2013年10月 株式会社グロスディー監査役

(非常勤)
2014年４月 当社取締役社長補佐、営業本部、

サービス本部担当
2014年６月 当社常務取締役社長補佐、営業本部、

サービス本部担当
2015年４月 当社常務取締役社長補佐、自動車

事業部、産業事業部担当、
兼マネージドサービス事業部長

2017年６月 当社常務取締役社長補佐、自動車
事業部担当、兼マネージドサービス
事業部長

2019年４月 当社常務取締役社長補佐、マネージ
ドサービス事業部担当、兼マネージ
ドサービス事業部長(現任）

３ 赤
あ か ぎ

木 正
ま さ と

人
1957年２月11日生

1980年４月 東京日産自動車販売株式会社入社

33,700株

2005年１月 当社経理部長
2007年４月 当社経理部長兼業務部長
2011年６月 当社取締役経理部長兼業務部長
2013年４月 当社取締役管理本部長、

経理部長兼業務部長
2015年４月 当社取締役経営管理本部長、兼経理

部長兼総務・ＩＲ部長
2016年４月 当社取締役経営管理本部長、兼経理

部長兼人事部長
2017年４月 当社取締役経営管理本部長、兼経理

部長兼人事部長兼総務・ＩＲ部長
2017年９月 当社取締役経営管理本部長、兼経理

部長兼人事部長(現任)
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

４ 三
み う ら

浦 吾
ご ろ う

朗
1970年７月21日生

1991年４月 東京日産自動車販売株式会社入社

3,100株

2014年４月 当社営業部長
2015年４月 当社産業事業部長
2017年６月 当社取締役産業事業部長
2019年４月 当社取締役自動車事業部、産業

事業部担当、兼産業事業部長(現任）

５ 外
と が わ

川 孝
た か ひ こ

彦
1956年７月８日生

1980年４月 日産自動車株式会社入社

－ 株

2007年４月 同社生産人事部部長
2011年４月 中央日産株式会社執行役員
2012年４月 同社常務執行役員
2013年４月 日産東京販売ホールディングス

株式会社常務執行役員
2014年６月 同社常務取締役常務執行役員(現任)
2015年６月 当社取締役(現任)

６

※

新
し ん か い

海 立
た つ あ き

明
1952年11月５日生

1977年４月 ソニー・テクトロニクス株式会社

－ 株

入社
2002年６月 住商エレクトロニクス株式会社入社
2005年８月 住商情報システム株式会社執行役員
2009年６月 同社取締役常務執行役員
2012年４月 株式会社CSIソリューションズ

代表取締役社長
2016年４月 同社顧問就任

７

※

古
ふ る の

野 孝
た か し

志
1955年７月26日生

1980年４月 新日本製鉄株式会社入社

－ 株

1987年４月 日興証券株式会社入社
1998年５月 医療産業株式会社代表取締役
2002年５月 株式会社エブリディ・ドット・コム

取締役
2013年１月 スリープログループ株式会社

取締役副社長
2013年８月 スリープロウィズテック株式会社

代表取締役
2017年１月 同社顧問就任

　
(注)1. ※印は新任取締役候補者であります。

2. 取締役候補者のうち、新海立明氏及び古野孝志氏は、会社法施行規則第２条第
３項第７号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく
独立役員の候補者であります。

3．社外取締役候補者の選任理由につきましては、以下のとおりであります。
新海立明氏、古野孝志氏ともに経営者として培った豊富な経営経験をもとに、
当社の経営上の重要事項につき、各種提言、指導をいただき当社の経営上の重
要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと考
えているためであります。

4. 外川孝彦氏の過去５年間での当社の親会社である日産東京販売ホールディング
ス株式会社における業務執行者としての地位及び担当については、略歴、地
位、担当及び重要な兼職の状況に記載のとおりであります。
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5. 新海立明氏及び古野孝志氏とは、選任後、当社との間で会社法第427条第１項
の規定に基づく責任限定契約を締結する予定であります。外川孝彦氏は現に責
任限定契約を締結しておりますので、選任後、当該契約を継続する予定であり
ます。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたし
ます。

6．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役平尾彰氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりま

すので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
生 年 月 日

略 歴、 地 位 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

平
ひ ら お

尾 彰
あきら

1957年８月10日生

1983年９月 日産プリンス東京販売株式会社入社

5,800株

2010年４月 同社部長 鮫洲店店長

2011年４月 同社第三営業部長

2012年４月 同社執行役員

2015年４月 エヌティオートサービス株式会社

監査役(非常勤)

2015年６月 当社常勤監査役(現任)

(注)1. 平尾彰氏とは、当社との間で会社法第427条第１項の規定に基づく責任限定契
約を締結しておりますので、選任後、当該契約を継続する予定であります。た
だし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

2. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
以 上
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(添付書類）

事 業 報 告

（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）

　

１．会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、堅調な企業収益や雇用情勢・所得

環境の改善等を背景に、景気は緩やかな拡大基調で推移してまいりまし

たが、欧米の政策動向や米中貿易軋轢の長期化による世界経済の不確実

性、北東アジアにおける地政学リスクの影響により、景気動向の先行き

不透明感を依然払拭できない状況が続いております。

当社の属するＩＴ業界におきましては、ハードウェアや通信コストな

どの低価格化が進む中、ＡＩやＩoＴなどのＩＴ技術革新は加速度的に発

展し、企業を取り巻くＩＴ環境が激変するとともに、新たなビジネスチ

ャンスが創出されております。また、労働人口の不足を背景に、ＩＴ技

術の利用はより重要な局面を向かえようとしております。そのような状

況の下、顧客ニーズはますます多様化し、そのニーズに対応しなければ

今後のビジネスが継続する保証はないと認識しております。

当社は、このようなダイナミックな事業環境に向き合い、「最も安心し

てＩＴインフラを任せられる企業」を企業ビジョンと定め、顧客価値を

創造するため、「顧客を深く理解すること」「最適なＩＴ資源を提供する

こと」「最新の技術経験を提供すること」「最新の製品を提供していくこ

と」を行動指針とし、マネージドサービスカンパニーとして顧客の持続

的成長を支援するベストパートナーを目指し、①マネージドサービスカ

ンパニーとしての認知度向上、②ロイヤリティの高い顧客関係の構築、

③顧客ニーズにマッチしたマネージドサービスの提供を基本戦略とした

営業活動を行ってまいりました。

当社が提供するマネージドサービスは、顧客企業の情報資産の管理や

運用・監視業務にとどまらず、「ＩＴを駆使して、“し続ける。”」をコン

セプトとし、「業務の不満・不便・不足の解消」と「新たな価値の創造」

を永続的に提供することで、顧客企業の「コア業務への集中」「さらなる

業務効率化」「生産性の向上」を約束するアウトソーシングサービスとし

て展開してまいりました。また、顧客企業の成長への次の「一手」を支

える統合型マネージドサービス「ＩＴｔｅ」を展開してまいりました。

当事業年度におきましては、前事業年度における大規模なパソコン代

替案件の終了に伴い、ハードウェア及び導入支援サービスの売上高が減
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少し減収となったものの、データセンターなどのマネージドサービス事

業は堅調に推移するとともに、販売費及び一般管理費の削減等により、

増益となりました。

受注状況につきましては、受注高7,835百万円(前年同期は8,221百万

円)、受注残高410百万円(前年同期は503百万円)となりました。

この結果、当社の業績は、売上高は7,928百万円(前年同期比1,384百万

円減、14.9％減)、営業利益546百万円(前年同期比32百万円増、6.3％

増)、経常利益553百万円(前年同期比35百万円増、6.9％増)、当期純利益

383百万円(前年同期比18百万円増、5.2％増)となりました。

なお、当社は「情報システム関連事業」の単一セグメントであるため、

セグメントごとの記載を省略しております。

(2) 設備投資等の状況

当事業年度中に実施した設備投資の総額は178百万円であり、その主な

ものは、マネージドサービス案件に伴うサーバー機器等であります。

(3) 資金調達の状況

　 該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社を取り巻く環境を踏まえ、次のような課題に取り組んでまいりま

す。

① 顧客関係強化

② 高付加価値サービスの提供

③ アライアンスの推進

④ 人財の育成

⑤ 顧客満足度の向上
　
当社は、営業品質を向上させることで、顧客との関係強化を進め、真

の顧客ニーズを掴んでまいります。これにより付加価値の高いマネージ

ドサービスを提供し、持続的成長を図ります。

顧客のＩＴ投資に対する要望は、ますます多様化するものと考え、卓

越したソリューションを持つ様々なパートナー企業とのアライアンスを

構築することと、当社の人財育成に注力いたします。

また顧客満足度調査を毎年実施することにより、サービス品質の向上

に努めてまいります。

― 9 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2019年05月13日 18時29分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



　
(5) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　 該当事項はありません。
　
(6) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。
　

(7) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　 該当事項はありません。
　
(8) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。
　
(9) 財産及び損益の状況

区 分
第 28 期

(2016年３月期)
第 29 期

(2017年３月期)
第 30 期

(2018年３月期)

第 31 期
（当期)

(2019年３月期)

売 上 高 (百万円) 6,530 9,629 9,313 7,928

営 業 利 益 (百万円) 210 384 513 546

経 常 利 益 (百万円) 208 384 517 553

当 期 純 利 益 (百万円) 127 250 364 383

１株当たり当期純利益 (円) 20.23 39.90 57.84 61.08

総 資 産 (百万円) 4,632 5,043 4,850 5,209

純 資 産 (百万円) 2,263 2,480 2,780 3,022

(注) 当社は2018年５月１日を効力発生日として、普通株式１株につき５株の割合で
株式分割を行っております。
１株当たり当期純利益につきましては、当該株式分割が第28期の期首時点で行
われたと仮定して算出しております。
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(10) 主要な事業内容（2019年３月31日現在）

内 容

●ソリューションプロバイダー事業
・マネージドサービス

　 ハウジング/ホスティング
　 ヘルプデスクサービス
　 運用・監視サービス
・ハードウェア及びソフトウェア販売
・導入支援、保守サービス
・ネットワーク構築
・受託開発

●コンピュータ用品販売事業
・サプライ用品販売

　

(11) 主要拠点等（2019年３月31日現在）

名 称 所 在 地

本社 東京都渋谷区

江東事業所 東京都江東区
　

(12) 従業員の状況（2019年３月31日現在）

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

146名 (５名) ７名増 (１名減) 40.3歳 11.3年

(注)1．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数
で記載しております。

2．臨時雇用者には、派遣社員は除いております。
　

(13) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

親会社である日産東京販売ホールディングス株式会社は、当社の議

決権の54.0％を所有しております。当社は同企業グループに対し、コ

ンピュータ機器類及び保守サービスの販売等を行っており、従来通り

の関係を維持しております。また、同社との間に金銭等の貸借関係、

保証・被保証等はありません。

親会社等との間の取引に関する事項は以下のとおりであります。

1.当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事

項

取引条件の決定に際しては、市場価格等を勘案の上、一般取引

条件と同様に決定しております。
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2.当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の

判断及びその理由

当社は親会社より取締役を受け入れておりますが、当社経営に

対する適切な意見を得ながら、取締役会における多面的な意見を

経て決定しております。

親会社は当社に対し、資本的な関係から当社の経営方針等につ

いて、一定の影響を及ぼす状況にありますが、事業の関連性はな

いため事業活動に対する制約はありません。

3.取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。
　

(14) 主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）

　 該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 普通株式 25,200,000株

(2) 発行済株式の総数 普通株式 6,300,000株（自己株式27,515株を含む）

(3) 株主数 2,307名

(4) 大株主

株 主 名 持株数 持株比率

株 ％

日産東京販売ホールディングス株式会社 3,390,000 54.04

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 142,500 2.27

河田 守弘 87,500 1.39

今泉 真一郎 65,500 1.04

織田 敏昭 60,000 0.95

土谷 晴夫 57,000 0.90

齊藤 学 55,000 0.87

株式会社インフォメーションクリエーティブ 53,500 0.85

吉丸 弘二朗 43,900 0.69

中山 健三 38,400 0.61

(注) 持株比率は自己株式(27,515株)を控除して、小数点第３位以下を切り捨てて表
示しております。

　

(5) その他株式に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2019年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当、重要な兼職の状況

代表取締役社長 吉 丸 弘二朗

常 務 取 締 役 佐 藤 浩 之
社長補佐
自動車事業部担当兼マネージドサービス事業部長

取 締 役 赤 木 正 人 経営管理本部長、兼経理部長兼人事部長

取 締 役 三 浦 吾 朗 産業事業部長

取 締 役 外 川 孝 彦
日産東京販売ホールディングス株式会社
常務取締役常務執行役員

取 締 役 北 村 章 彦

取 締 役 桜 井 英 一

常 勤 監 査 役 平 尾 彰

監 査 役 松 尾 憲 治 弁護士

監 査 役 小 川 和 洋
公認会計士
日本金属株式会社 社外取締役
株式会社HANATOUR JAPAN 社外監査役

監 査 役 金 井 祐 子 公認会計士

(注)1．取締役のうち北村章彦氏及び桜井英一氏は、会社法第２条第15号に定める社外
取締役であります。

2．監査役である松尾憲治氏、小川和洋氏及び金井祐子氏は、会社法第２条第16号
に定める社外監査役であります。

3．取締役北村章彦氏及び桜井英一氏、監査役松尾憲治氏は、有価証券上場規程に
定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

4．監査役松尾憲治氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知
見を有するものであります。

5．監査役小川和洋氏及び金井祐子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及
び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

　

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役外川孝彦氏、北村章彦氏、桜井英一氏及び監査役平尾彰

氏、松尾憲治氏、小川和洋氏、金井祐子氏とは、会社法第427条第１項の

規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定

する額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。
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(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 数 報酬等の額

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

６名
(２名)

57,527千円
(7,200千円)

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

４名
(３名)

13,200千円
(7,200千円)

計 10名 70,727千円

(注)1．上記報酬等の額には、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まれており
ません。

2. 上記取締役人数には、無報酬の取締役１名を除いております。
3．取締役の報酬限度額は、2005年６月22日開催の第17回定時株主総会において、

年額14,000万円以内、2018年６月15日開催の第30回定時株主総会において、譲
渡制限付株式による報酬を年額2,000万円以内と決議されております。

　 なお、当事業年度の譲渡制限付株式による報酬についてはありません。
4．監査役の報酬限度額は、2003年６月18日開催の第15回定時株主総会において、

年額3,000万円以内と決議されております。
　

(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

　 該当事項はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係

　 該当事項はありません。

③ 取締役会、監査役会への出席状況及び発言状況

氏 名 取 締 役 会 等 へ の 出 席 状 況
取 締 役 会 等 に お け る 発 言
そ の 他 の 活 動 状 況

北 村 章 彦
（取 締 役）

当事業年度開催の取締役会
12回のうち11回に出席してお
ります。

議案審議等につき、経験豊富
な経営者の視点から必要な発
言を行っております。

桜 井 英 一
（取 締 役）

当事業年度開催の取締役会
12回のうち12回に出席してお
ります。

議案審議等につき、経験豊富
な経営者の視点から必要な発
言を行っております。

松 尾 憲 治
（監 査 役）

当事業年度開催の取締役会
12回のうち12回に、監査役会
13回のうち13回に出席してお
ります。

客観的、中立的な監査を行う
とともに、取締役会や監査役
会において、弁護士としての
見識に基づく意見表明を適宜
行っております。

小 川 和 洋
（監 査 役）

当事業年度開催の取締役会
12回のうち12回に、監査役会
13回のうち13回に出席してお
ります。

客観的、中立的な監査を行う
とともに、取締役会や監査役
会において、公認会計士とし
ての見識に基づく意見表明を
適宜行っております。
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氏 名 取 締 役 会 等 へ の 出 席 状 況
取 締 役 会 等 に お け る 発 言
そ の 他 の 活 動 状 況

金 井 祐 子
（監 査 役）

当事業年度開催の取締役会
12回のうち12回に、監査役会
13回のうち13回に出席してお
ります。

客観的、中立的な監査を行う
とともに、取締役会や監査役
会において、公認会計士とし
ての見識に基づく意見表明を
適宜行っております。

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、取締役会決議があったものとみなす書面決
議が６回ありました。

④ 当社の親会社または当社の親会社の子会社から当期中に役員として

受けた報酬等の額

　 該当事項はありません。

４．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称
　 明治アーク監査法人

(注) 明治アーク監査法人は、2019年７月１日をもって有限責任監査法人に移
　 行し、名称を「アーク有限責任監査法人」に変更します。

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,200千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 16,200千円

(注)1．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指
針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手
や報告を通じて、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査
計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当
性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意
を行っております。

2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できな
いため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容
　 該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又
は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解
任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初
に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理
由を報告いたします。
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貸 借 対 照 表
(2019年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資産の部) (負債の部)

流 動 資 産

現金及び預金

受取手形

電子記録債権

売掛金

商 品

仕掛品

貯蔵品

前渡金

前払費用

その他

貸倒引当金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

工具、器具及び備品

建設仮勘定

無形固定資産

ソフトウェア

投資その他の資産

投資有価証券

従業員に対する長期貸付金

繰延税金資産

敷 金

ゴルフ会員権

その他

貸倒引当金

3,850,663

1,178,209

3,038

37,347

2,215,558

51,705

8,667

119

300,560

31,911

23,770

△227

1,359,193

992,775

49,436

940,795

2,542

70,891

70,891

295,526

93,837

1,948

127,087

60,659

28,000

5,830

△21,836

流 動 負 債 1,851,170

買掛金 1,067,009

未払金 21,276

未払費用 100,884

未払法人税等 110,125

未払消費税等 51,175

前受金 390,017

預り金 17,561

賞与引当金 93,120

固 定 負 債 336,610

退職給付引当金 325,710

その他 10,900

負 債 合 計 2,187,780

(純資産の部)

株 主 資 本 2,988,930

資本金 867,740

資本剰余金 447,240

資本準備金 447,240

利益剰余金 1,700,865

利益準備金 12,687

その他利益剰余金 1,688,177

別途積立金 350,000

繰越利益剰余金 1,338,177

自己株式 △26,914

評価・換算差額等 33,145

その他有価証券評価差額金 33,145

純資産合計 3,022,075

資 産 合 計 5,209,856 負債及び純資産合計 5,209,856
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損 益 計 算 書
(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,928,959

売上原価 6,525,130

売上総利益 1,403,828

販売費及び一般管理費 857,566

営業利益 546,262

営業外収益

受取利息 75

受取配当金 2,900

受取保険金 1,034

貸倒引当金戻入額 2,915

その他 192 7,118

営業外費用

雑損失 51 51

経常利益 553,329

特別利益

投資有価証券売却益 4,454 4,454

特別損失

固定資産除売却損 506 506

税引前当期純利益 557,277

法人税、住民税及び事業税 171,756

法人税等調整額 2,233 173,989

当期純利益 383,287
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株主資本等変動計算書
(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資 本
準備金

その他資
本剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

2018 年 ４ 月 １ 日 残 高 867,740 447,240 － 447,240 12,687 350,000 1,065,020

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △109,597

当 期 純 利 益 383,287

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 △533 △533

自己株式処分差損の振替 533 533 △533

株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － － － 273,157

2019 年 ３ 月 31 日 残 高 867,740 447,240 － 447,240 12,687 350,000 1,338,177

株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産
合 計

利益剰余金

自己株式
株主資本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計利益剰余金

合 計

2018 年 ４ 月 １ 日 残 高 1,427,707 △518 2,742,169 38,010 38,010 2,780,179

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △109,597 △109,597 △109,597

当 期 純 利 益 383,287 383,287 383,287

自 己 株 式 の 取 得 △29,935 △29,935 △29,935

自 己 株 式 の 処 分 3,539 3,006 3,006

自己株式処分差損の振替 △533 － －

株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

△4,865 △4,865 △4,865

事業年度中の変動額合計 273,157 △26,395 246,761 △4,865 △4,865 241,896

2019 年 ３ 月 31 日 残 高 1,700,865 △26,914 2,988,930 33,145 33,145 3,022,075
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2019年５月13日

東京日産コンピュータシステム株式会社
取締役会 御中

明治アーク監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 冨 岡 慶一郎 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 徳 永 剛 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東京日産コンピュータシステ
ム株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第31期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類
及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、
経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第31期事業年度の取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結
果、監査役全員の一致した意見により、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、監査計画、職務分担等を定め、各監査役から

監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を
図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で
監査を実施しました。
①取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決
裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況
を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説
明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制に
ついては、取締役等及び会計監査人明治アーク監査法人から当該内部統
制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した
事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審
議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、
計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示していると認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべ
き事項は認められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をする
に当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社
の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由につ
いて、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人明治アーク監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

　

2019年５月15日

東京日産コンピュータシステム株式会社 監査役会

常勤監査役 平 尾 彰 ㊞

社外監査役 松 尾 憲 治 ㊞

社外監査役 小 川 和 洋 ㊞

社外監査役 金 井 祐 子 ㊞

以 上
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〈メ モ 欄〉

― 23 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2019年05月13日 18時29分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



渋谷駅

セルリアンタワー
東急ホテル

地下鉄銀座線地下鉄銀座線

半蔵門線

田
園
都
市
線

QFRONTQFRONT
MAGNET by
SHIBUYA109
MAGNET by
SHIBUYA109

渋谷東急
REIホテル
渋谷東急
REIホテル

14番出入口14番出入口

16番ａ出入口16番ａ出入口

16番ｂ
出入口
16番ｂ
出入口

渋谷ストリーム渋谷ストリーム

スクランブル
交差点

スクランブル
交差点

至 恵比寿至 恵比寿

至 原宿至 原宿

東急
東横店
東急

東横店

渋谷スクランブル
スクエア(東棟)
(2019年度開業予定)

渋谷スクランブル
スクエア(東棟)
(2019年度開業予定)東急プラザ渋谷

(2019年秋開業予定)
東急プラザ渋谷
(2019年秋開業予定) JR南改札西口JR南改札西口

山
手
線

山
手
線

埼
京
線

埼
京
線 明

治
通
り

渋
谷
ヒ
カ
リ
エ

渋
谷
ヒ
カ
リ
エ

東
口

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

東
横
線

副
都
心
線

ホテル近隣図

道玄坂

109109

交番

ハチ公像

５番出入口
銀行

渋谷マークシティ渋谷マークシティ

国道246号国道246号

首都高速 3号線

渋谷エクセルホテル東急渋谷エクセルホテル東急

京王井の頭線京王井の頭線

銀行

歩道橋

EV

EV

EV

西
口

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

モ
ヤ
イ
像

京王渋谷駅

15
番
出
入
口

15
番
出
入
口

株主総会会場のご案内

会 場 東京都渋谷区桜丘町26番１号

セルリアンタワー東急ホテル地下２階「朝霧」の間

TEL 03-3476-3000（代表）

最寄り駅 渋谷駅より徒歩約５分

▲ＪＲ 山手線・埼京線

▲東京メトロ 半蔵門線・銀座線・副都心線

▲東急 東横線・田園都市線

▲京王 井の頭線

※セルリアンタワーは2001年３月竣工で耐震性能を備えたビルであ
ります。
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